
地域公共交通活性化再生法と地域公共交通計画について 

１ 地域公共交通計画の概要について 

 地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マ

スタープラン」としての役割を果たすもの。 

 「地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する法律（地域公共交通活性化再生法）」により、

計画策定が地方自治体の努力義務とされており、地域の移動に関する関係者による法定協議会

（本県における岩手県地域公共交通活性化協議会）で策定に向けた議論を行うこととされてい

る。 

 令和７事業年度から、乗合バス等の国庫補助制度と地域公共交通計画が連動化されることから、

国庫補助を受けるためには、補助路線を位置づけた計画の策定が必要 

 地域公共交通計画に特定事業を位置づけ、特定事業を実施するための計画を策定することで、国

土交通大臣の認定のもと、特例措置等を受けることができる。 

※例）地域公共交通利便増進事業：ダイヤ・運賃等のサービス改善による利便性向上 

⇒フィーダー系統補助の新規性要件の緩和など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画策定のメリット】 

①地域住民等に対し、地域の旅客運送サービスの持続的な提供の方針、考え方を示すことができる。 

②まちづくりや観光施策などの分野横断的な連携や、交通関係者間の連携が強化される。 

③交通機関同士や、自治体と事業者間の役割分担が明確化される。 

④乗合バス等の一部の国庫補助を受けることができる。 

資料１ 

出典：国交省 HP 



２ 令和５年度 活性化再生法の改正の概要について 

 


